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環境分野における経団連の考え方

GX
（グリーントランスフォーメーション）

CE
（サーキュラーエコノミー）

NP
（ネイチャーポジティブ）

・経団連は提言「GXに向けて」（2022年
５月）をとりまとめ。

・政府は2023年２月に「GX実現に向けた
基本方針」を閣議決定。今国会でＧＸ
推進法、脱炭素電源法が成立。GX推進
戦略が閣議決定。

・経団連は、「サーキュラー・エコノミーの実現に向けた
提言」（2023年２月）とりまとめ。

・経済産業省は、資源有効利用促進法の改正も視野にCEの
推進を検討。

・環境省は、動静脈連携の構築や静脈産業の脱炭素化に向
けた規制緩和や各種支援策について検討。

・「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の採択を
受け、政府は国家戦略を閣議決定。

・経団連自然保護協議会は、「2030年ネイチャーポジ
ティブに向けたアクションプラン」（2023年６月）
を策定。

• 「サステイナブルな資本主義」を実践するうえで、環境分野におけるサステイナビリティ
の確保は最重要課題。

• グリーントランスフォーメーション（GX）、サーキュラー・エコノミー（CE）、ネイチャー
ポジティブ（NP：環境保全）を一体的に推進。
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会長 西澤 敬二
（損害保険ジャパン 取締役会長）
特別顧問３名 副会長12名 監事２名

経団連自然保護協議会の概要

企業への啓発・情報提供・
情報発信

経団連自然保護基金を通じた
プロジェクト支援、NGOとの交流

生物多様性に関する政策への
意見反映(政策提言)

会員企業132社 (2023年10月31日時点）

内訳 常任委員55社 通常会員77社

〈主要活動〉

■設立： リオの地球サミット（環境と開発に関する国連会議）が開催された1992年
※経団連は1991年に｢経団連地球環境憲章｣を策定。憲章の考えを自然保護分野で実践する組織として、 
経団連自然保護協議会と経団連自然保護基金を設立。

■目的： 途上国及び国内の自然保護活動の支援、企業の自然保護活動の促進
（経団連自然保護協議会規約第２条）

１ ２

３
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2022年 2023年

COP15、GBF採択
(12月) 

カナダ・モントリオールで開催された
CBD・COP15にて、愛知目標の
後継となる「昆明・モントリオール
生物多様性枠組」が採択

G7札幌会合
ネイチャーポジティブ経済
アライアンス発足(4月)

生物多様性国家戦略
生物多様性民間参画
ガイドライン公表
(3月・4月)

生物多様性を巡る動向と自然保護協議会の主な活動

TNFDフレームワーク
公表(9月) 

２

１ ３ ５

４

経団連自然保護協議会
アクションプラン公表
（６月)

経団連生物多様性
宣言改定

(12月予定)

８

IUCN
リーダーズフォーラム
訪ジュネーブミッション

(10月) 

７

経団連生物多様性宣言イニシアチブ

G７ネイチャーポジティ
ブ経済アライアンス
国際ワークショップ
（9月）

６
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自然保護協議会 アクションプラン（概要）

２
０
３
０
年
ネ
イ
チ
ャ
ー
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
へ
の
貢
献

(1) アクションプランの進捗管理、進捗結果を踏まえた改善策の実施

(2) 2026年のCOP17で行われるグローバルストックテイクを見据えた中間評価

(1) GBFの2030年目標の達成に資するNGO活動への助成

(2) SATOYAMAイニシアティブ推進プログラム（COMDEKS）への拠出

(3) 国内外の支援プロジェクト視察による進捗の確認

経団連自然保護基金
による貢献

PDCA

中間ストックテイク(2026年)

直
接
の
貢
献

１

5

(1) GBF等を踏まえた経団連生物多様性宣言の改定・同イニシアチブの推進

(2) 自然関連財務情報をはじめとする情報開示の浸透

(3) OECM、NbSなどGBFや国家戦略の実現に資する取組みの呼びかけ

(4) J-GBFへの協力を含むシンポジウム等の開催を通じた情報提供・啓発

ネイチャーポジティブ
経営の普及

2

(1) 企業による円滑なネイチャーポジティブ経営推進のための政策提言

(2) サプライチェーンも含めた生態系への影響把握のための基盤整備

(3) TNFD等における適切な情報開示フレームワークの整備

(4) OECMへのインセンティブ付与への取組み

円滑なネイチャー
ポジティブ経営推進
のための環境整備

3

(1) 海外動向調査ミッション派遣等(欧州諸国等）

(2) B7でのワークショップの主催等Nature Positive Alliance への協力

(3) 生物多様性ビジネス貢献プロジェクト等を通じた事例の発信

日本の取組み発信・
海外最新動向の把握

4

情報収集 情報発信

経
済
活
動
を
通
じ
た
貢
献
の
支
援

ベ
ー
ス
と
な
る
取
組
み

情報収集 情報発信

2023年 2026年2024年 2025年 2027年 2028年 2029年 2030年



5

会員推移「経団連生物多様性宣言・行動指針」の改定

 愛知目標の採択（2010年）、SDGs採択、パリ協定採択（2015年）や経済界の取り組みを踏まえ、改定。
・生物多様性の重要性を認識した企業経営の推進により、SDGsに貢献
・「自然共生社会の構築を通じた持続可能な社会の実現」を目指す
・「生物多様性の主流化」の一層の推進

「日本経団連自然保護宣言」（2003年）に掲げた、生物多様性への取り組みを進化させた宣言。ＣＯＰ10（2010年）
の開催と生物多様性に係る新たな国際合意（愛知目標）の採択を見据え、 生物多様性に資する行動を一層推進するため、
７原則を策定。経済界の自主的取組み、実践重視の考えを表明。

(1)昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF） ・生物多様性国家戦略2023-2030等を踏まえ、
ネイチャーポジティブに貢献する宣言・指針。

(2) アクションプランも踏まえ、企業のネイチャーポジティブ経営の普及を目指す。

経団連生物多様性宣言等の策定（2009年３月）

経団連生物多様性宣言等の改定（2018年10月）

2020年：経団連生物多様性宣言イニシアチブ作成・公表
2021年：TNFD発足、ダスグプタレビュー発表
2022年：昆明・モントリオール生物多様性枠組（GBF）の採択
2023年：生物多様性国家戦略2023-2030の閣議決定、TNFDフレームワーク最終版開示

経団連生物多様性宣言等の改定（2023年12月予定）
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TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）への対応

・  自然関連財務情報開示フレームワーク(TNFD recommendations)が公表
（9/18）。西澤会長名で歓迎メッセージを寄稿。

・デビッド・クレイグ共同議長、トニー・ゴールドナー事務局長と協議会事務局にて、日本
におけるTNFDの理解増進に関する意見交換を実施（10/6）。

TNFDとの面談西澤会長メッセージ

デビッド・クレイグ共同議長（真ん中）
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G7ネイチャーポジティブ経済アライアンス（G7 ANPE）

・ 2023年4月、G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合において、
ネイチャーポジティブな経済への移行の支援・促進を目指すための
「G7ネイチャーポジティブ経済アライアンス（The G7-Alliance 
on Nature Positive Economies）」発足。

・ 本アライアンスの一環として、ネイチャーポジティブに資する技術・ビジネスモデル等を共有する
国際ワークショップをB７の枠組みで開催することに合意。経団連(経団連自然保護協議会)
が、第１回国際ワークショップを主催（9月27日、28日）。

a) Japan Business Federation (Keidanren) will serve as an organizer in 2023 
as the Business 7 Presidency and a representative of business and financial 
sector in Japan.

b) The first workshop will be held in Q3-Q4 of 2023. Details will be circulated 
later.

c) The B7 Presidency will serve as an organizer of the workshop in each year 
on a rotating basis unless the G7 presidency decides otherwise.

G7 気候・エネルギー・環境大臣会合成果文書（抜粋）
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G7ANPE 国際ワークショップ
・国内外の先進企業９社（住友化学など）の事例紹介に加え、関連機関・イニシアチブや専門
家5名（OECD、WEF：世界経済フォーラム、WBCSDなど）による基調講演や総括等を実
施。国内外の企業・政府関係者を中心に、2日間で延べ560名以上が参加。

開会挨拶を行う伊藤環境大臣

基調講演を行うデビッド・クレイグ共同議長
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会員推移 訪ジュネーブ・ミッション

• ネイチャーポジティブに関する海外の動向調査と日本の経済界の取組みの情報発信を
目的として、訪ジュネーブ・ミッションを派遣（2023/10）。「第２回IUCNリーダーズ
フォーラム」にも参加。

• 現地では、国際機関等の要人との意見交換、参加企業の取組み紹介も活発に実施。
知見を習得するためのネットワーク構築に取り組んだ。

【主な訪問・面談先】
IUCN（国際自然保護連合）、Nestle、TNFD、WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議)、
WEF（世界経済フォーラム）、WWF（世界自然保護基金）、UNEP FI（国連環境計画・金融イニシア 
ティブ）

WBCSD: ドミニク・ウォーレイ副代表（中央）

WEF: ニコール・シュワブ NbS共同部門長（中央左）
アカンクシャ・カトリ 自然・生物多様性部門長（中央右）

IUCN主要メンバーとの バイ会談

TNFD：エミリー・マッケンジー 

テクニカルディレクター（中央）
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会員推移 新たな環境基本計画に関する意見

(1)日本企業のネイチャーポジティブ経営推進に向けた取組みを支援するための施
策の展開。

①国際情勢に合わせた「生物多様性民間参画ガイドライン」の機動的なアップデート

②SBT for Natureへの取組み支援(例：気候変動支援事業の生物多様性版)、

TNFD採用への取組み支援(例：TCFDｺﾝｿｰｼｱﾑのTNFD版)

③データ・ツールの整備・活用支援

(ｱ)生物多様性に関するグローバルなデータ・ツールの整備(グローバルサプライ

チェーンに関する影響把握に資するもの)

(ｲ)活用に向けた支援(例：「ツール触ってみよう会」といった勉強会の開催) 

④技術開発・普及の支援(例：「ビジネス貢献プロジェクト」のさらなる推進、技術開

発の推進）

(2)30by30目標に即したOECMや自然共生サイトの普及に向けて、税制優遇
や補助金、ソフト面での支援も含めたサイト支援者等に対する経済的インセ
ンティブの付与。

(1)環境保全とともに、経済成長や産業の競争力強化に資する政策展開を明記。

(2)環境課題（気候変動・生物多様性の損失・資源循環）における相互依存
性（シナジー・トレードオフ）を意識した統合的な施策の展開。

(3)「ネイチャーポジティブ」の認知度向上と国民レベルでの機運醸成。

日本企業 に
とって取組みや
すい環境整備
に関する施策

大きな方向性
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